
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
の
範
囲
等
）

（
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
の
範
囲
等
）

第
二
条

法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
妊
娠
中
の
女
性
を
就
か
せ
て

第
二
条

法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
妊
娠
中
の
女
性
を
就
か
せ
て

は
な
ら
な
い
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
な
ら
な
い
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
害
物
を
発
散
す
る
場
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

十
八

次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
害
物
を
発
散
す
る
場
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務

れ
当
該
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務

イ

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
、
安
衛
令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ

の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
、
安
衛
令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ

(2)

(1)

(2)

(1)

る
作
業
場
（
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す

る
作
業
場
（
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す

る
屋
内
作
業
場
若
し
く
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
屋
内
作
業
場

る
屋
内
作
業
場
又
は
コ
ー
ク
ス
炉
上
に
お
い
て
若
し
く
は
コ
ー
ク
ス
炉
に

又
は
コ
ー
ク
ス
炉
上
に
お
い
て
若
し
く
は
コ
ー
ク
ス
炉
に
接
し
て
コ
ー
ク

接
し
て
コ
ー
ク
ス
製
造
の
作
業
を
行
う
場
合
の
当
該
作
業
場
を
除
く
。
）

ス
製
造
の
作
業
を
行
う
場
合
の
当
該
作
業
場
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
特

で
あ
つ
て
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の

定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評

規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
お
け

価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
お
け
る
作
業
を
行
う

る
作
業
を
行
う
業
務

業
務

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
九
～
二
十
四

（
略
）

十
九
～
二
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


